
平成20事業年度　事業報告書

Ⅰ.　事業の実績

４．特別勘定での保有株式処分

５．一般勘定での株式の買取り、売付けの媒介

１．法改正対応

平成21年3月4日の「銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律（平成13年法律第131号）」の改正により、買取再開と銀行等以外の会社からの株式の買
取り制度の柔軟化及び機構の存続期限の延期がなされたことを受けて、平成21年3月10日に臨時総会を開催した後、金融庁長官及び財務大臣の認可を受
け、同年3月11日に、定款・業務規程を変更しました。

当会計年度においては、一般勘定での株式買取り、売付けの媒介は実施しませんでした。

その他有価証券の残高は、期末に時価評価を行った結果、399,885百万円となりました。

又、当会計年度の買取りは自己資金で行っており、金融機関からの借入れは発生しておりません。政府保証付債券の発行済額面残高は500,000百万円とな
りました。

○ 数字の表記は､十万円単位を四捨五入したもので記載しております。

２．当初拠出金の管理・運用

３．特別勘定での株式買取り及び資金調達

その結果、当会計年度においては、41,525百万円の買取りを実施しました。

当機構の業務に要する費用として､当会計年度に77百万円を取り崩し、支出しました。残額は、国債その他金融庁長官及び財務大臣の指定する有価証券並
びに金融庁長官及び財務大臣の指定する金融機関への預金により運用しております。

臨時に開催された運営委員会において、株式の買取期間を平成21年3月12日から同年10月30日とすることが決議されました。

当会計年度においては、特別勘定での株式処分は実施しませんでした。

 


